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～ ◎ 会 議 所 の 動 き ◎ ～ 
 

◆所得税の確定申告の受付は３月１５日（金）まで！ 
 ～個人事業者の消費税及び地方消費税は４月１日（月）まで～ 

 申告書の提出は加茂商工会議所でも受け付けています。 
（※印鑑をご持参ください） 

 ※納期限までに納付がない場合は延滞税がかかります。 
 受付・納期限 口座振替日 

所得税 平成２５年３月１５日（金） 平成２５年４月２２日（月）

個人事業者の消費税及び地方消費税 平成２５年４月 １日（月） 平成２５年４月２４日（水）

贈与税 平成２５年３月１５日（金） － 

※詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／滝沢）まで。 
 

◆加茂発 升酒プロジェクト推進中！ 
六角升之助で 美味しいお酒をお楽しみください 

 
木工のまち加茂で匠の技術を生かした加茂商工会議所オリジナル檜

の手作り升「加茂六角升之助」を製作しました。ほどよい大きさの六

角形の升は片手でも持ちやすく優しい木のぬくもりが伝わり、檜の香

りによって日本酒がまろやかで奥深い味に生まれ変わります。 

当商工会議所では、「升酒プロジェクト」と称して加茂で升酒を嗜む

習慣を広げる取り組みを推進中です。本年１月開催の新年会員事業所

の集いでは参加者に進呈いたしましたが、新年度以降も升酒をテーマ

にしたイベントを計画していますので、ぜひ、ご期待ください。 

「加茂六角升之助」は１個２千円（税込）で商工会議所窓口にて販

売しています。市内三蔵元の地酒を注ぎ、おいしい升酒を堪能してみ

ませんか？ 
 

※詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／高畑）まで。 
 

◆第３４回新入社員歓迎式典並びに新入社員セミナーのご案内 
・日 時 平成２５年４月１２日（金）新入社員歓迎式典 １３：３０～１４：３０ 

新入社員セミナー １４：４５～１７：００         

                  （ビジネスマナー、基本動作研修等） 

・参加費 無料（記念品進呈）       

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／山本）まで。 
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◆会議所３月の主な行事予定 

 

～◎労務管理情報◎～ 

◆平成２５年度の雇用保険料率～前年度と変更はありません～ 
   平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの雇用保険料率は次のとおりです。 

負担者

事業の種類 
①労働者負担 ②事業主負担 

①＋② 

雇用保険料率 

一般の事業 5/1000 8.5/1000 13.5/1000 

農林水産 

清酒製造の事業 
6/1000 9.5/1000 15.5/1000 

建設の事業 6/1000 10.5/1000 16.5/1000 

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／滝沢）まで。 

 

◆雇用保険 高年齢者保険料免除について 
  毎年４月１日現在において満６４歳以上の労働者については、雇用保険被保険者であって 

  も雇用保険料が免除されます。免除申請は特にありませんが、労働保険料の概算・確定申告 

の際に、免除対象高年齢労働者については別途集計して申告します。 

 

４月 1日現在で 

６４歳以上の方 ６４歳未満の方 

保険料免除 保険料必要 

 

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／滝沢）まで。 

 

◆平成２５年度の健康保険料率～前年度と変更はありません～ 
      平成２５年４月納付分（３月分）の保険料は９.９０％です。 

  ※４０歳から６４歳までの方（介護保険第２号被保険者）は、これに全国一律の介護保険料 

（１.５５％）が加わります。 

 

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／滝沢）まで。 

４日(月) 

・青色申告納税相談(～5 日)     9:30～  

５日(火) 

・青色申告納税相談(4 日～)     9:30～ 

・まちづくり委員会         12:00～ 

 ６日(水) 

 ・正副会頭会議           12:00～

１２日(火) 

 ・日本政策金融公庫定例相談      10:00～ 

 ・サービス部会役員会       12:00～ 

１３日(水) 

・信用保証協会定例相談      10:00～ 

 ・総務会計委員会         10:30～ 

 ・常議員会            12:00～ 

 ・青年部例会・卒業式       18:30～ 

１４日(木) 

 ・県央３会議所正副会頭会議     17:00～ 

１８日(月) 

 ・税務・経営･創業相談会         10:00～ 

 ・県央３会議所役員議員等合同研修会 12:00～  

２９日(火) 

・労務・法律相談会         10:00～ 

２７日(水) 

 ・通常議員総会           16:30～ 
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◆高年齢者雇用安定法の改正（平成２５年４月１日～） 
 ～継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止～ 
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」（高年齢者雇用安定法）の一部が改正され、平成

２５年４月１日から施行されます。 

 今回の改正で限定できる仕組みが廃止され４月１日以降からは、希望者全員を継続雇用制度の

対象とすることが必要になります。 

※この改正は、定年の６５歳への引上げを義務付けるものではありません。 

 但し、経過措置が認められています。平成２５年３月３１日までに継続雇用制度の対象者の基

準を労使協定で設けている場合に適応されます。 

 ・平成２８年３月３１日までは６１歳以上の人に対して 

 ・平成３１年３月３１日までは６２歳以上の人に対して 

 ・平成３４年３月３１日までは６３歳以上の人に対して 

 ・平成３７年３月３１日までは６４歳以上の人に対して 

※例えば、平成２８年３月３１日までの間は、６１歳未満の人については希望者全員を対象にし
なければなりませんが、６１歳以上の人については基準に適合する人に限定することができま
す。 

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／山本、滝沢）まで。 
 

◆雇用調整助成金の助成率が変更になります（平成２５年４月１日～） 
  
  ①助成率の変更  ●1 人 1 日あたりの上限額は、引き続き７，８７０円です。 
 
   【現 行】                 【４月１日以降の判定基礎期間から】 
 
    大 企 業：２／３（３／４）            大 企 業：１／２ 
    中小企業：４／５（９／１０）           中小企業：２／３ 
    
 
 
 
  ②教育訓練(事業所外訓練)の助成金の変更   

●教育訓練を実施した時の１人１日あたりの加算額を次のように変更します。 
   【現 行】                【４月１日以降の判定基礎期間から】 
 
    （事業所外訓練）             （事業所外訓練） 
    大 企 業：４，０００円          大 企 業：２，０００円 
    中小企業：６，０００円          中小企業：３，０００円 
 
    （事業所内訓練）             （事業所内訓練）  
    大 企 業：１，０００円          大 企 業：１，０００円 

中小企業：１，５００円          中小企業：１，５００円     
      
※「中小企業緊急雇用安定助成金」は平成２５年４月１日以降「雇用調整助成金」に統合されま

す（助成の仕組みはこれまでと同様）。 
※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／山本、滝沢）まで。 

基準を適用する

ことができます。 

(  )内は「労働者の解雇等を行わ 
ない場合、障害者」の助成金です。 

「労働者の解雇を行わない場合、障害者 
の場合」も同様の助成金になります。 

見直し 

見直し 

変更なし 
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～◎金融・創業・経営支援情報◎～ 
◆ 有利な国の制度融資 ～無担保・無保証人・低金利・保証料不要～ 

設備資金金利低減終了します。（H25 年 3 月 31 日まで） 

経営改善資金（マル経融資）推薦案件の９５％が貸付決定 

設備資金貸付金利 １.１５％ 
・融資限度額 １,５００万円 ・運転資金貸付金利 １.６５％（3/1 現在） 

・返 済 期 間 運転資金 ７年（据置１年以内） 設備資金 １０年（据置２年以内） 

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／佐藤、山本）まで。 

◆「金融円滑化法」終了に対応した県制度融資のご案内 

 経営改善資金（マル経融資）0.2％利子補給します。 
  新潟県では中小企業金融円滑化法による貸付条件の変更後も、業績が回復しない中小企業

に対し、資金繰り支援による経営改善を促進するために、日本政策金融公庫の「小規模事業

者経営改善資金（マル経融資）」に対する利子補給制度を３月１日（予定）より創設します。 
 

  ■マル経融資利子補給制度について 
○補 給 対 象 者：金融機関等より金融円滑化法による貸付条件変更を受けた実績があり、  

当所による推薦を受けてマル経融資を実行した小規模事業者 

○補給対象資金使途：運転資金 

○補給対象期間：５年 ○申請先：加茂商工会議所 

※申請にあたっては金融機関等による貸付条件の変更実績の証明書が必要  

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／佐藤、山本）まで。 

 

◆無料専門家定例相談会のお知らせ 秘密厳守 

～税理士・弁護士・社労士・中小企業診断士による無料相談～ 
  日頃抱えている経営上の問題、課題等について、専門的な知識や実務経験を持つ専門家によ

る相談会を開設しています。 
  

・税 務 相 談３月１８日(月)・法律相談３月１９日(火) 

・経営/創業相談３月１８日(月)・労務相談３月１９日(火) 
※いずれも１０：００～１２：００まで 
※３月１５日(金)までにお申込みください（各日２名程度、先着順・完全予約制） 

※日程が合わない場合はご相談ください。専門家の日程を再調整いたします。 

～金融定例相談もご利用ください。～ 
 
・日本政策金融公庫相談  ３月１２日(火) １０：００～１５：００まで 

・新潟県信用保証協会相談 ３月１３日(水)  １０：００～１２：００まで 

※詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／佐藤、山本）まで。 


